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■
一
般
不
妊
治
療
等
助
成
制
度

●
対
象
期
間

昨
年
３
月
～
本
年

２
月
の
診
療
分

●
対
象
診
療

不
妊
検
査
、
治
療

の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
、

一
般
不
妊
治
療
、
人
工
授
精

※
継
続
す
る
２
年
が
助
成
対
象
。

●
対
象
者

夫
ま
た
は
妻
の
ど
ち

ら
か
が
市
内
在
住
で
、
健
康
保
険

に
加
入
し
て
お
り
、
医
師
に
一
般

不
妊
治
療
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
法
律
上
の
夫
婦

●
助
成
額

１
夫
婦
１
年
度
に
つ

き
自
己
負
担
額
の
２
分
の
１（
上

限
５
万
円
）

●
申
し
込
み

３
月

日
昭
ま
で

２０

の
捷
～
晶
午
前
８
時

分
～
午
後

３０

５
時

分
、
ま
た
は
３
月

日
掌

１５

１６

午
前
９
時
～
正
午
に
、
申
請
書
類

一
式・領
収
書
原
本
・
健
康
保
険

証（
夫
婦
分
）・印
鑑（
夫
婦
分
）を

持
っ
て
市
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

※
申
請
書
類
は
、
同
セ
ン
タ
ー
・

市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・
市
内

関
係
医
療
機
関
で
配
布
。

■
妊
娠
し
た
ら
母
子
健
康
手
帳
を

受
け
取
り
、
妊
婦
健
診
を
定
期
的

に
受
け
ま
し
ょ
う

妊
娠
に
気
づ
い
た
ら
、
医
療
機

関
で
妊
娠
届
出
書
を
も
ら
い
、
早

め
に
市
保
健
セ
ン
タ
ー
で
母
子
健

康
手
帳
を
受
け
取
り
ま
し
ょ
う
。

手
帳
と
一
緒
に
、
妊
婦
健
診
の

受
診
票
な
ど
も
渡
し
ま
す
。
受
診

票
を
使
っ
て
定
期
的
に
妊
婦
健
診

を
受
け
、
お
腹
の
赤
ち
ゃ
ん
の
成

長
と
、
妊
婦
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ

の
健
康
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

●
県
外
や
助
産
院
で
受
診
す
る
場

合

医
療
機
関
で
健
診
費
用
を
支

払
っ
た
後
、
市
保
健
セ
ン
タ
ー
で

還
付
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

●
転
入
し
た
場
合

転
入
前
の
市

区
町
村
で
交
付
さ
れ
た
受
診
票
は
、

本
市
で
は
使
用
不
可
。
市
保
健
セ

ン
タ
ー
で
本
市
の
受
診
票
と
交
換

し
て
く
だ
さ
い

●
転
出
し
た
場
合

本
市
の
受
診

票
は
使
用
不
可
。
転
出
先
の
市
区

町
村
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い

■
マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク
を
知
っ
て

い
ま
す
か
？

市
保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
母
子

健
康
手
帳
の
交
付
時
に
、
マ
タ
ニ

テ
ィ
マ
ー
ク
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
を

配
布
し
て
い
ま
す
。
バ
ッ
グ
な
ど

に
付
け
る
こ
と
で
、
周
囲
の
人
に

妊
婦
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
も

の
で
す
。

周
り
の
人

は
、
こ
の
マ

ー
ク
を
見
か

け
た
ら
、
思

い
や
り
の
あ

る
対
応
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
出
生
体
重
が
２
５
０
０
ｇ
未
満

の
と
き
は
連
絡
を

母
子
健
康
手
帳
交
付
の
際
に
渡

し
た「
低
体
重
児
届
出
書
」を
記
入

の
上
、
速
や
か
に
市
保
健
セ
ン
タ

ー
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問

看
護
師
・
保
健
師
が
自
宅
を
訪

問
し
、
子
育
て
に
関
す
る
不
安
や

悩
み
の
相
談
に
乗
り
ま
す
。
ま
た
、

子
育
て
支
援
情
報
誌
を
渡
し
ま
す
。

●
対
象

生
後
４
カ
月
未
満
の
赤

ち
ゃ
ん
が
い
る
全
て
の
家
庭

●
そ
の
他

子
育
て
の
不
安
は
、

身
近
な
経
験
者
や
市
保
健
セ
ン
タ

ー
に
相
談
を
し
ま
し
ょ
う

■問
▼
市
保
健
セ
ン
タ
ー

（
緯〈

〉１
１
３
３
）

７６

た
か
保
育
園
の
園
舎
が
新
し

く
な
り
ま
す

ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆ老
朽
化
の
た
め
、
建
て
替
え
を

し
て
い
た
ゆ
た
か
保
育
園
が
完
成

し
ま
し
た
。
２
月

日
捷
か
ら
、

２４

新
園
舎
で
の
保
育
を
開
始
し
、
４

月
か
ら
受
け
入
れ
を
拡
充
し
ま
す
。

●
と
こ
ろ

古
井
町
豊
日
（
☎
２５

〈

〉６
４
５
２
）

７６●
保
育
年
齢

３
～
５
歳
児（
４

月
か
ら
は
６
カ
月
～
５
歳
児
）

●
定
員

人（
４
月
よ
り

人
）

１１０

１７０

■問
▼
子
育
て
支
援
課

（
緯〈

〉２
２
２
７
）

７１

冬
か
ら
春
に
か
け
て
、
P
M
2.5

の
濃
度
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
1
日
の
平
均
値
の
予
測
が

μ
ｇ
／
㎥
を
超
え
る
と
、
県
か

７０ら
注
意
喚
起
が
発
令
さ
れ
ま
す
。

発
令
時
は
、
次
の
事
項
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

※
県
内
３
区
域
ご
と
に
発
令
さ
れ
、

本
市
は
、
西
三
河
区
域
で
す
。

●
注
意
事
項

毅
な
る
べ
く
外
出
を
控
え
る

毅
外
出
す
る
場
合
は
、
マ
ス
ク
を

着
用
す
る

毅
屋
外
で
の
激
し
い
運
動
を
で
き

る
だ
け
減
ら
す

毅
な
る
べ
く
窓
を
開
け
な
い

●
そ
の
他

呼
吸
器
系
や
循
環
器

系
に
疾
患
の
あ
る
人
、
子
ど
も
や

高
齢
者
は
、
体
調
に
応
じ
て
、
よ

り
慎
重
に
行
動
す
る
よ
う
心
が
け

て
く
だ
さ
い

小
粒
子
状
物
質（
Ｐ
Ｍ

）に
２．５

気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

微微微微微微微微微微微

■問
▼
環
境
首
都
推
進
課

（
緯〈

〉２
２
０
６
）

７１

の
妊
産
婦
サ
ー
ビ
ス
、
不
妊
治
療
助
成
制
度

市市市市市市市市市市市
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マタニティマーマタニティマークク
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交
通
指
導
員

を
募
集

●
職
務
内
容

児
童
の
登
下

校
の
街
頭
交
通
指
導
、
幼
児・

高
齢
者
の
交
通
安
全
教
室
、

交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、

防
犯
に
関
す
る
事
業
な
ど

●
勤
務
時
間

学
校
の
休
業

日
を
除
く
午
前
７
時

分
～

３０

午
後
４
時

分
の
う
ち
で
１

３０

日
５
時
間
以
内（
学
校
行
事

な
ど
に
よ
り
変
更
あ
り
）

●
賃
金

月
額

万
７
０
０

１２

０
円（
採
用
日
か
ら
６
カ
月

間
は

万
円
）

１２

●
選
考

面
接（
３
月

日
１７

捷
）

●
採
用
日

４
月
１
日
昇

●
対
象

普

通
自
動
車
運

転
免
許
証
を

有
し
、
原
付
バ
イ
ク
の
運
転

が
で
き
る
人

●
募
集
定
員

１
人

●
申
し
込
み

２
月

日
捷

２４

～
３
月
７
日
晶
午
前
８
時
３０

分
～
午
後
５
時

分（
松
掌

１５

を
除
く
）に
、
写
真
付
き
履

歴
書
を
持
っ
て
市
民
安
全
課

（
☎〈

〉２
２
１
９
）へ

７１

い
道
路
に
面
し
た
土
地
に
建

築
す
る
と
き
は

狭狭狭狭狭狭狭狭狭狭狭古
く
か
ら
の
市
街
地
や
集
落
内

に
は
、
道
幅（
幅
員
）４
ｍ
に
満
た

な
い
狭
い
道
が
存
在
し
ま
す
。

本
市
で
は
、
狭
あ
い
道
路
を
広

き
ょ
う

げ
る
た
め
、
左
図
の
よ
う
な
狭
あ

い
道
路
の
拡
幅
整
備
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
安
全
で
良
好
な
住

み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
建

物
の
新
築
・
増
改
築
な
ど
の
際
は
、

狭
あ
い
道
路
の
拡
幅
整
備
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■問
▼
維
持
管
理
課

（
緯〈

〉２
２
３
７
）

７１
問
▼
建
築
課

（
緯〈

〉２
２
４
１
）

７１

後退用地を自己で狭あ
い道路の形状と同程度に
整備、維持管理していた
だきます。この場合は、
後退杭を設置するととも
に、塀や植栽などの除却、
移設をしていただきます。

個々の建築行為にあわせ、後退用地（道
路境界線と後退線に挟まれた土地）を寄付
していただきます（測量や所有権移転手続
きは市が実施）。
塀や植栽などがある場合は、除却・移設

をしていただきます。

対象は道幅４ｍ未満の道
路、いわゆる“２項道路”
（建築基準法第42条第２項
に規定する道路）などです。
この道路の中心線から２

ｍ後退した位置を後退線と
します。

後退用地は、市が舗装などの整備をします。

寄付する場合 自己管理する場合

「安城市狭あい道路拡幅整備事業」による整備イメージ

衣
浦
東
部
広
域
行
政
圏
協
議
会

（
構
成
市
糸
安
城
市
・
碧
南
市
・

刈
谷
市
・
知
立
市
・
高
浜
市
）で

は
、
平
成

年
度
に「
衣
浦
東
部

１３

ご
み
処
理
広
域
化
計
画
」に
て
、

ご
み
処
理
の
広
域
化
体
制
を
構
築

す
る
た
め
の
方
針
を
定
め
ま
し
た
。

本
計
画
が
、
平
成

年
度
の
改

２０

定
か
ら
５
年
経
過
し
た
た
め
、
内

容
を
見
直
し
ま
す
。

■
計
画（
案
）の
閲
覧

●
と
き

２
月

日
捷
～
３
月

１７

１８

日
昇
午
前
８
時

分
～
午
後
５
時

３０

分（
閉
庁
・
休
館
日
を
除
く
）

１５●
と
こ
ろ

企
画
政
策
課
、
市
政

情
報
コ
ー
ナ
ー
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、

各
地
区
公
民
館
、
中
央
図
書
館
、

浦
東
部
ご
み
処
理
広
域
化
計

画（
案
）へ
の
意
見
を
募
集

衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣

各
構
成
市
企
画
担
当
課

●
そ
の
他

市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
・
衣
浦
東
部
広
域
行
政
圏
協
議

会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
掲
載

■
意
見
の
提
出

閲
覧
期
間
中
に
住
所
・
氏
名

（
団
体
・
法
人
は
そ
の
名
称
・
所

在
地
・
代
表
者
氏
名
）を
郵
送
・

フ
ァ
ク
ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
衣
浦
東

部
広
域
行
政
圏
協
議
会
事
務
局

（
知
立
市
企
画
政
策
課
内
／
〒
４７２

－

８
６
６
６
住
所
記
載
不
要
／
胃

〈

〉１
１
４
１
／kikaku-seisa

８３

ku@
city.chiryu.lg.jp

）へ

■問
▼
企
画
政
策
課

（
緯〈

〉２
２
０
４
）

７１

城
市
版
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
制
度

「
e
・
c
o（
エ
コ
）ポ
」抽
選
会

安安安安安安安安安安安景
品
抽
選
会
や
安
城
商
店
街
ア

イ
ド
ル「
看
板
娘
。」の
ほ
か
、
マ

ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の「
き

ー
ぼ
ー
」「
ウ
ー
さ
ま
」の
ス
テ
ー

ジ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
来

場
者
に
エ
コ
バ
ッ
グ
を
進
呈
し
ま

す
。

●
と
き

２
月

日
松
午
前

時

２２

１０

～
正
午

●
と
こ
ろ

ア
ピ
タ
安
城
南
店

（
桜
井
町
）

■問
▼
環
境
首
都
推
進
課

（
緯〈

〉２
２
０
６
）

７１


